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       税関手続申請システムを使用して行う税関業務の 

       取扱いについての一部改正について 
 
 
 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令（平成２０年政令第１２３号）の一部の施行に伴い、税関手続申請システ

ムを使用して行う税関業務の取扱いについて（平成１５年６月３０日財関第６

７３号）の一部を別紙のとおり改正し、平成２０年６月１日から実施すること

としたので、了知の上、貴関職員及び関係者に周知徹底されたい。 
 
 



                            新旧対照表                             （別紙） 
【税関手続申請システムを使用して行う税関業務の取扱いについて（平成 15 年 6 月 30 日財関第 673 号）】 

（注）傍線を付した部分が改正部分である。 

改正後 改正前 

第 2章 監視関連業務 

 

第 4 節 旅具通関関係手続 

 

(旅客又は乗組員による支払手段又は証券及び貴金属の携帯輸出入申告) 

4－6 

(1) 外国為替令（昭和 55 年政令第 260 号）第 8条の 2第 1項第 1号に掲げ

る支払手段又は証券（以下「支払手段等」という。）及び同項第 2号に掲

げる貴金属を携帯して輸出し、又は輸入しようとする旅客又は乗組員が、

システムを使用して、支払手段等又は貴金属の携帯輸出・輸入申告兼届出

を行う場合には、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告兼届出」により、携

帯して輸出し、又は輸入しようとする支払手段等又は貴金属の種類、金額

及び重量等をシステムにより入力し、送信することにより行うものとす

る。 

(2） 監視担当部門は、審査及び必要な検査を行った上、許可する場合には、

システムを通じて許可情報を登録するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 監視関連業務 

 

第 4 節 旅具通関関係手続 

 

（新規） 

 


